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アリストテレスの交換的正に関するメインのテキストは， wニコマコス倫

理学』第 5巻第 5主主と『政治学』第 1巻第 8-10章に見出せる。合わせても

ごく短い記述でありながら，交換的正に関する論述は，後世の理論家や解釈

者たちに多くの論議を呼び起こした。それは交換的正が特殊的正の中に占め

る毘有の意義と，のちの経済思想、の展開に与えた意義とに関連している。つ

まり，彼の議論は，純粋に正義に関する議論の枠と経済に関する議論の枠と
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が重なり合った形で展開されているのである。しかし， wニコマコス倫理

学』の主題は正義の様々な形式を区別することに焦点が合わせられているの

で，経済的分析は，より本質的な主題への探求中で、の副次的産物でしかない

と見るべきである。とりわけ取財術において重要な貨幣に関する経済倫理的

考察は別途の考慮を要する。したがって，両者の枠を一応医別して取り扱う

方が議論の混乱を防ぐために有効な方法である。以下，本稿では，前者の方

に焦点を合わせて，すなわち経済的交渉の場で fどのような正義が存在する

か」という『倫理学』内で設定された問題関心に導かれている局面を検討し

ていくことにする。

第 1章 『ニコマコス論理学Jに見る

交換的正の特徴づけ

1. Wニコマコス論理学』に見る交換的正への移り行き

アリストテレスは特殊的正義を分かつて，配分的正，そして矯正的正へと

叙述してきた。ところがこれらニ種類の特殊的正の分析を終えた後，突然

「余談jであるかのように，交換的正の分析に移っている。その余談という

のは，矯正的正義における応報的正義の話をきっかけにしている。アリスト

テレスは，正義は一般に互融性であるというピタゴラス学徒の見解を吟味す

ることから，交換的正義の特質を得るべく議論を始める。その手がかりを与

えるのが aVTl:JTe:JTOv8oc，つまり「応報」というピタゴラス学徒の正義観念

である 1)。

なぜ応報に適用される正義が交換における正義の考察を誘発したのであろ

うか。一般に，正義は f等しいものに等しいもの」を返すことの内にある

が，応報は「悪に対しては悪を」返すことが正しい。その正しさは不正を強

制によって正す矯正で、ある。これに対し，経済的交換は自由な亙喜朗性を旨と
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アリストテレスにおける交換約lEの諸問題

する。互関性もまた「等しいものに等しいものj を返すことに正しさを有す

るのであるが， I善に対しては善を」返す正しさである。つまり，応報とい

うことには，先行する犯罪に対し釣り合いのとれた処罰を「返す」という含

みがあるが，交換もまた，自分が受けた物に等しい物を「返す」際の正しさ

である。ただし，おのおの異なった髄値を有する財を交換することにこの正

義の難しさがある。その交換がどちら側にも不利益とならないように，財の

価値が矯正されなければならない。そこで交換の結果が等しくなるように，

両方の所有する財の価値の交換比率が定められる必要がある。この「異なっ

たものを等しくする」経済的調整行為の内に，アリストテレスは矯正的正義

に似てはいるが，それとは異なる独自の形式を認めたがために，議論を余談

に脱線させる必要を覚えたのではなかろうか。

財の交換の随意的交渉において正義の適切な形式は互酬性の形をとる。そ

れは，比例に基づくのであって，平等に基づくのではない。古代ギリシア人

が正義の本質として挙げた河害報復であるラダマンテュスの単純な応報とは

異なる。タリオの法は社会的地位の向じ者の聞で成り立つが，支配者が平民

を殴る場合と，平民が支配者を殻る場合とでは，応報の程度が異なる。また

応報の関わる行為は，随意的でなく不随意的である。これに対して，経済的

な交換的正義には矯正的正義とも，また配分的正義とも異なる独自の特性が

備わっている。その特性とは何であるかを探ることが課題となる。

2.共同体を維持する正としての交換的正

アリストテレスは「国の維持されてゆくのは比例的な仕方でお互いの間に

『応報iの行なわれることによってなのであるj と雷う 2)0 I交換Jという

葉に連動するこの「応報」という苦葉のニュアンスをもっと掘り下げて考え

ねばならない。彼は，応報がきちんと正しく行われていることが国が維持さ

れていくうえで重要なことだと述べている。不正を被ったならば，これに甘

んぜずに報いを返すことが大切なことであって，さもなければ，それは奴隷
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的な態度に等しい。こうした不随意的な交渉において，懲罰を与えることは

国を維持するうえで正しい。ならば隠意的交渉，すなわち交易的な共同関保

においても， それに対応した「正jが考えられてしかるべきである(もっと

も，それは算術的な比例ではなく，幾何学的な比例の上にあるとされるが)。 この「正j

が「交易的な共間関係」において異なった人びとを結合する幹となる 3)(か

μEvτα:iC"χOlVωvilαlC"τaiC" aλ入αχτtχaiC"σvviχElτむτowiJτovdi:χαωv.)。

上述の「共同関係J，すなわち「コイノーニアjを，たんに財物やサービス

の交換関係のように理解すれば，その持つ言葉の真意が見失われる。アリス

トテレスにおいて，コイノーニアとはその最高の形態であるポリスから，航

海中の船乗りや戦場の兵士，そして財交換の当事者にまで及ぶ。その意味で

は，結合度が高いレベノレでの communityから，低いレベノレでの association

まで包括する。一つの単語を以てコイノーニアのスペクトノレを尽くすことは

できない。経済学者 F.1. Finleyは「アリストテ νスと経済分析J(1969) と

いう論文で，コイノーニアが成り立つ条件を次のように挙げたり。①メン

ノtーは自由人でなければならない。②彼らは大なり小なり，遠かれ近かれ

共通の日的合持たねばならない。③彼らは共通のものを，場所・物品・儀

式・食事・善き生の望み・負担・苦しみといったものを分け持たねばならな

い。④彼らには「友愛J，つまり相互行為における「公正さJに還元される

f正」がなければならない。

古代ギリシア人が携わった交換行為には，こうした観念ぞ唐において理解

することの方が適切であると思う。それゆえに，商業的な相互給付において

も公正さに基づいて行われなければ，ひとびとは結びつきを?失ってしまう。

されば，アリストテレスは言う， iカリス(=好龍)の女神たちの社殿が人

目につく場所につくられるのもこのゆえなのであって，すなわち対応給付の

行われんがためである。事実，対応給付を行うということは好誼に閤有なこ

とがらである。好誼を尽くしてくれたひとに対しては，すなわち，これに報

いるべき奉仕を行うし，さらにまた，自ら端をなして好誼を尽くすのでなく

てはならないのだからである」との。

108 



アリストテレスにおける交換的立の諸問題

好誼を尽くしてくれたひとに対しては率先してこれに報いることが対応給

付における交換的正であり，この交換者閤の正義は，他の特殊的正義の形式

に優先する。なぜならポリスの生活において，他のいかなるものよりも基礎

にある友愛(ピリア)の形式を提供するからである。ポリス内に，否ポリス

の成立以前でさえ，二人の間に人格的対他関係があるなら，交換的正義が現

れる6)。応報的正が，友愛の侵害に対する回復として現れるなら，交換的正

は友愛念もとに契約を誠実に履行することに現れる。交換においては自己の

利益の主張のみならず，自分の利益が相手方の利益によって制限されること

を明示的に認めること， したがって相手を棺手として尊重するという姿勢が

求められるからである。棺手は自分と対等の人間である。自分とは無縁で

あっても，自分の利益とは競合しさえする全くの他者に対しでも，彼に帰属

するものを多すぎもせず，少なすぎもせず返す誠実な態度が，ポリスにおけ

る異なったひとびとを f結合するJ(σVVEXel) のである。

3. 友愛と交換的正

交換は同時になされることもあれば，やや時間営おいてなされることも

あったであろう。しかし，交換の基礎には友愛があり，互酬を共同の目擦と

していた。経済活動には近代の商業取引における自己欲求の満足以上の倫理

性が伴っていたと言える。アリストテレスは，友愛が互酬的であり応報的で

あることを，友愛と正とが並行関係にあると論述した『ニコマコス倫理学J

第 8巻においても説いている。そこで彼は，愛に三つの種類，すなわち卓越

性に即しての愛，有用のゆえの愛，快のゆえの愛との三つを区別している

が，その中で，交換的正に関係の深い友愛は， rお互いを愛する人びとが，

相手かたにとってのもろもろの その愛情の性質の異なるに従ってそれ

ぞれ異なった意味での を願望するJ7) r有用のゆえの愛」ということにな

ろう。それは「善を願うにしても，相手かたからも同じことがなされていな

ければ，たんに一方的に好意を寄せているにとどまる。相互応酬的な好意で
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あってこその愛なのであるJ8)。

愛はこのように基本的に相互応喜朗的な好意 (d5vOlαEVavτll1:e:rwvDoσt) とい

う構造的特質を有するが， この「アンチペポントス」は，第 5巻第 5章で主

題となった f取引の応報j と同じ言葉である。「もろもろの愛は均等性の上

に成立する。というのは，双方から同じものが得られるし，お互いに同じも

のを相手かたが得ることを願うというふうであるか，さもなくばお互いに異

なるところのものを交換するわけなのだからであるJ9)。この交換するとい

う行為は自分に欠けているものを他から供給してもらう意味で有用さを目的

とする。ただし，有用を目指した交換における友愛は， r真」であると言わ

れる道徳的友愛とは区加されている。われわれが考察している取引における

互酬の愛は，有用に基づく愛であろう。なぜなら，アリストテレスによれ

ば， r有用のゆえの愛は市場的なひとびとに属するJ10)とされるからである。

ところが「有用のゆえにお互いを愛するひとびとは，相手かたを椙手方自

身に即して愛するのではなく，自己にとっての或る善が相手かたから与えら

れるかぎりにおいて相手かたを愛しているJ11)にすぎない。「有用を交換す

るひとびとに至つては愛の程度もいっそう低し持続しがたい。有用のゆえ

に友たるひとびとは，功益の消失と同時にその愛そ解消するものだからであ

る。彼らはお互いを愛する友だったのではなく，便益を愛する友だったので

あるJ12)。アリストテレスによれば，優れた意味で、の愛は善きひとびとの善

きひとびとたる隈りのものに限られるのに対し，有用のゆえの愛では悪しき

ひとびと同士においても友たりうる。悪しきひとびとはお瓦いの人間自身に

税びを感じることはないが，何らかの利援が得られるというのであれば友た

りうる。また，有用のための愛は，互いに非類似的な当事者間に見られるも

のだが， とりわけ正反対のひとびとの簡に生まれやすいとして，貧しいひと

の富めるひとに対する愛や無学なひとの識者に対する愛を例に挙げている。

ここで、は，ひとは欠如しているところのものを他から希求し，その代わりに

別のものを他へ贈るのである。

しかし， この互いに非類似的な当事者間の交換は苦情や難詰を生じやす
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アリストテ νスにおける交換的正の諸問題

い。当事者は愛において均等な立場に立っていても，交換される財はその舗

値において均等とは雷えないからである。なぜなら，人間的な卓越性のゆえ

に相手方自体を愛する善きひとびとは，お互いの幸福をはかることに熱心で、

あるため，財の交換における苦情は生じえないのに対し， rお互いを実利の

ために利用する友人たちは絶えず過多を要求するものであり，自分は相当す

るところよりも少なくしか得ていないと思いこむ。そして，自分は値すると

ころがあって要求しているのにそれだけのものにあずからないといって，お

互いを難詰することになるj13)からである。どちらもが椙手よりもより多く

を得るべきことを主張する結果，愛は解消へ導かれる。

一方的な優越の上に立つ愛は，親子・長幼・夫婦・支配者被支配者等で

様々な態様があるが，このような愛情においてはこれに比例したものである

ことを要する。これに関連する言葉を引用すれば， r相手かたよりすぐれた

ひとは，自分が相手かたを愛する以上に棺手かたから愛されるのが当然であ

るj，あるいは「不均等なひとびとの聞においては棺手かたの優越に比例す

るだけのものをケもってこれに報いなくてはならない」とある 14)。アリスト

テレスがここに言う f不均等なひとびと」とは，身分や地位の相違を含む

ものであるが， この比例的な愛は， rより多く実利を与える位置にあるひと

φψελtflWUQOVとか等々の場合もこれに準ずる dμOl'ωcj15)とされる。この

言葉をもっと詮索すれば，ひとはその身分や地位の尊貴な価値に比例して愛

されるが，有用の愛においては，ひとがその実利を与える価伎に応じて愛さ

れるときある意味の均等性laoτη5が成立するという可能性に注呂すべきで

あろう。

つまり，有用の愛においては，人物の優越的価値に比例するのではなし

むしろ人間関係の量的な χατaJTOσδv等しさ (EN.1158b31)，おおよそ対等

な人間関係が問題となることが知られる。そしてその比例性とは，むしろ所

有する財の有用価値の差異を指すと解されるべきである。アリストテレスに

おいて，正における均等は何よりもまず， r価値に応じての」それであった

が，まさにこの価値(人のではなし財の)に応じた比例に基づく交換の正こ
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そが， 1有用のゆえの愛j に潜在する解消への道を防ぎ，結合を維持するも

のとなる。公正な交換は相互給付の形をとる一方，その相互給付は，交換者

に関しては均等で、あるが，他方，交換される財に関しては比例に従うのであ

る。ここでは，人と人との優劣が問題となるのではなしその差異は背後に

沈む反面，物と物の価値の差異がその代わりの役都を果たすのであり，これ

らの差異を等価に均すことが問題となる。なぜ、なら交換の当事者は，対等の

人間だからである。

アリストテレスは「有用のゆえの愛」にも，道義的(エーティケー)なそれ

と法的(ノミケー)なそれとに区分している。法的な愛というのは明言され

た条件の上に立つ愛であって， 1そのまったく市場的な形態のものは手から

手への取引であるし， もっと自由人にふさわしい形態のものは時間の間隔を

許すが， しかし『何の代償としての何』という申し合わせの内に立ってい

る」。道義的な愛は明言された条件に立たないものであるが，事情が変わっ

たため，交渉時と態度を異にして， 1あれは贈り物ではなく用立てたもので

ある」と苦情を唱える場合がありうる 16)。われわれはここで，有用のゆえ

の愛を，さらに法的な愛という側面に絞って，アリストテレスの考えを追考

していくことができる。それは， 1市場的な取引」に見られ， 1明言された条

件に立つj とされていることを手がかりとする。

4. アリストテレスが言う「交換Jとは何か

アリストテレスの『政治学』の一節によれば，事物には二通りの価値があ

るとの指摘がある。それは使用価値と交換価値である。 fさてわれわれが所

有している物の何れにも二つの胞がある。そしてその両者ともに，物そのも

のに即している。しかし，物そのものに即していると言っても同じような仕

方でではない。何故なら，一方の用は物に国有なものだが，他方の用は国有

ではないから，例えば，靴には靴として履くという照と，交換品としての用

とがある。両者いずれも靴の屑である。というのは，靴を欲するものに対し
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アリストテレスにおける交換約正の諸問題

て，貨幣或は食糧と引換にそれを与える人でも，やはり靴ぞ靴として用いる

のだから。しかしそれは国有の用い方ではない。何故なら靴というものが存

在するに至ったのは交換のためではないからであるJ17)。

財は実体としてはその特殊目的によって規定される。それがその財の「本

性上j そうであるものである。この本性は，使用価値を備えるものである

が，それをもとに比較すると，靴と家との間を通約するものはない。これに

対して，靴を売って家主?購入するとき，靴は，自分が使用するためではな

く，自分の望む家を手に入れるための交換価値含有するものとなる。この

価値は，したがって，伺ら財の本性上の価値ではなく，交換によって偶然的

に新たに獲得する価値であって，財に付随する異なった価値であると言え

る。

彼はここで，財はある特殊な目的を実現すべく使用される価値とともに，

物々交換や市場での交換における価値をも有することを指摘した。この使用

価値と交換価値の経済学的な意味の吟味は一応さておいて，使用価値とは異

なる交換価値の確定がいかにして可能であるかがわれわれにとって問題であ

る。異なった財をいかにして等しいものに草したうえで交換されるかが，正

義の観点から開題となるからである。

交t免に従事するひとは，異なったひと，等しくないひとである。そもそも

交換されるものは，同種のものに対して行われるのでは意味がない。自分自

身が所有していない物の必要を有するときに有意義となるのが交換である。

共同関係が生じるのは，ニ人の医者の間ではなしたとえば医者と農夫との

関においてである 18)。ただし交換の当事者は，異なった棺手で、あるという

とき，相手は人間として対等であることを前提とする。したがって，神や君

主や智者など層、恵の点で一方的な関係にあるもの，隔たりの大きいものの関

には，交換は生じえないし，また交換的正念論じえない。もっと言えば交換

において交換者の身分・社会的地位の上下は問題にならない。

かつての通説では，交換されるべき財の価値は，その生産者もしくはその

所有者の価値の差異に従うとされていたが，たとえば 10足の靴が，穀物 l
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升と正当に交換されるというとき，このことを農作人が靴工よりも 10倍だ

け価値があると考えるなら，それは甚だおかしい言説であろう。アリストテ

レスはこのようなことを考えていたわけではない。売主と買主の人格は無関

係であるのが経済取引の第一原理である。医者が農夫とあるいは大工が靴工

とであれ， どのような人物が交換するかは財の交換において何ら役割を果た

していない。財の価格は，生産者や所有者の価値から得られない。むしろ，

大工と靴工の関保とは，実は大工の技能と靴工の技能との関係に他ならな

い。大工の生産物が靴工の生産物と比較されるのである。交換する当事者の

人物聞には均等性(l，σdτザc)が成立し，財閥には比例性 (avαλoyia)が成立す

ると言える。どちらにせよ自分の存在充足を自指し，自分の所有に欠ける異

なる財に対して行われることに交換の意味がある。もっともこの「正j は必

ずしも盟が成立するための十分条件ではないが，必要条件で、はある 19)。

ここで注百すべきことだが，アリストテレスが挙げる交換の例は，大工と

靴工とか医者と農夫というふうに，暗黙の内に職人と商人とが区別されてお

り，両者に介在するはずの商人が考察の視野から除かれている。彼はおそら

く 「手から手への交換Jが当時の財の支配的な循環形式ではないことを知っ

ていたであろう。それにも拘らず，彼は『倫理学Jにおいて，当時のギリシ

アで用いられていた商業用語を用いずに， i交換Jという中立的な言葉に酉

執した20)。確かに，アリストテ νスがここで注釈したプラトンの『国家』

では，農夫も職人も商品を市場へ持って来るときにはいつでも交換すべき棺

手を見出すことをあてにできないので，商品を貨幣と交換する商人をポリス

は必要とすると述べている21)。しかし，交換的正を求めることを課題とす

るアリストテレスにとって，それは「各人が各人のものを持つj ときに，つ

まり f一方の所得が他方の損失とならないj ときに達成されるのであるか

ら，必ずしも商人の介在伝要しなかった。したがって市場価格の理論を探究

することは直接の関心外にあったと言えよう。問題は，異なった財が取引後

においても，交換者の所得に変イちをもたらさないような正しい交換の物差し

を提供するのは何であるのかである。
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アリストテレスにおける交換的正の諸問題

第 2章 交換における通約可能性の問題

1.貨幣と必要

閉じ靴工同士がそれぞれ自分の作った靴を比較するなら， どちらが霞れて

いるかを語ることはできる。ところが家と靴とは，実体の上では異なってい

るので，比較のしょうがない。それにも拘らず両者が交換されるというのな

ら，交換されるものが「侍らかの仕方で比較可能」でなければならない。こ

のように言うとき，両者が共有するものに注目しなければならない。この点

につき，イギリスの経済学者 ScottMeikleはその著『アリストテレスの経

済思想』で，興味深い哲学的な注解を与えている。それによれば， 1両者が

共有するものj は，実体についてではなし実体に付属する性質カテゴリー

において発見できるとされる 22)。ある事物が多様で異なった性質を持つに

も拘らず，通約可能であると言うとき，類似によって比較が可能となる。他

の点では似ていないが，ある点では似ているその性費を際立たせる類似に

よって性質は比較できる。量は等しいとか等しくないと言われるが，性質は

そのように言われずに，似ているとか似ていないと言われる。アリストテレ

スが 15台の寝台と l軒の家とが等しいj という例を挙げるとき，この表現

は，実は，等しさの関係について述べているのではなく，質的に見て類似し

ているものの量的な比例関係を述べているにすぎない。事物は使用価値，実

体の観点から見れば非通約的であるが，交換価値としては通約可能となる。

では交換価値とはどのような種類の量かが問題となる。

大工と靴工(あるいは寝台製作者)とが， 1軒の家と 1足の靴(あるいは 1台の

寝台)とを交換することは公正とは言えない。 l軒の家が 1足の靴(あるいは

l台の寝台)に対して「より以上のもの」 χQeI:ττovであると言うとき23)，財

の「質」で比較して言うのか，それとも製作者の社会的「地位」を比較して

言うのかが問題になるが，アリストテレスは，一貫して「量」を問題にして
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いるのであって，財の品質の差異や製作者の地位の差異は論議していない。

必要もしくは使用される財につき，その品質が劣っているか，欠陥があるか

どうか，そのことを相手方に告げる必要があるかどうかといったこととは一

応無関係に交換可能で、あることを前提として，議論を進めている24)。

まず交換されるべき靴と家との比例が等しく (laaaθ方vαl) されねばならな

い。そのうえで比例が互換される25)。なぜ交換に先立つてかと雷うと，交

換後では，一方は自分の所有物やサービスを高〈評価すると開時に，相手方

の所有物やサービスを低く見積もりがちになるからである。したがって一方

は与え過ぎてかつ受け取りが少ないと考え，椙手方がこ重に利得を得ると見

てしまう。それゆえに，他方からの給付が正しく評価されるのは，それがま

だ欲求の対象であり，双方とも自分自身のものを手放さずに持っている限り

においてであるお)。アリストテレスは，給付が何らかの交換条件を含む場

合， iなるべくは，その髄値に椙応するとどちらの側においても考えられる

ごとき，反対給付が行われなくてはならないのであるし，またもしそうはゆ

かないとすれば，受けた側のひとがその価値を決定するのが，止むをえない

ことであるのみならず，また正当なことである」と述べている27)。一般に

自分の慰の価値を他人のそれよりも高〈見積もる心理が働くにしても，他人

の財がなおも欲求の対象となるならば，交換以前の価格を交渉して決めねば

ならない。代償は「得7このちにおいて自分にそう見えるだけのものに評価す

べきではなし得る以前において評価していただけのものに評価するのでな

くてはならないJ28)。

こうした仕方においてのみ双方の共同関係は均等的であるが，それでは財

と財の間における比例の均等はいかにして果たされるであろうか。このこと

が成り立つためには，二つの財は「ある仕方で比較可能」となっていなけれ

ばならない。まずこつの財閥の「通約J(σ叩 μEτ(!ia，)が前提となっており，

このことが可能となってはじめて交換が行われ，交換が行われることによっ

て，両者の共同関係が成立するのである29)。かくして問題の焦点は，いか

にして通約が可能となるかを説明することになる。
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ここでアリストテレスは，事物の本質ではなく，交換において一一ーまさに

このことによって異なる人間聞に共悶関係が成立するのであるが 事物に

付属する価値をとらえるために，事物営通約すると考えられるニつの方法を

挙げて，それぞれ十分に説明できるかどうか吟味している。その一つが f貨

幣jであり，他方は「必要J(χ(!ElIα)である。前者から調べてみよう。

交換されるものはある仕方で比較されるというとき， Iすべてのものは貨

幣において表現されることが必要である J30)(LIωdeT navia iEτl!1iiσθαl.)。異

なる財に共通の測定基準が幸子在すれば，通約が可能となり，敗の均等化がで

きる。しかし，アリストテレスはこうした考えは不十分であるとした。なぜ

なら，尺度となる基準を設立することそれ自体が，それ自体で非通約的な事

物聞の通約化を創り出すわけではないからである。まず，ある共有された特

性に関して，事物が通約可能となっていなければ，そもそも計ることができ

ない。例えば，物差しが空間的延長を創り出すのではなしある物が空間的

延長に直されてはじめて，物差しをあてがうことができるようなものであ

る。貨幣は通約されたものをあとから量的に表現する手段でしかなし貨幣

が計られる財の特性を創り出すのではない。貨幣を基準とする計量が可能と

なるためには，異なる事物関の通約がまず可能となっていなければならな

い。すなわち貨幣が存在する前lこ，財の等価交換が行われていたのである。

財は貨幣とは独立に通約可能である。貨幣自体は，既に確立されている交

換関係の発展の所産であって，交換関係が存主する条件ではない。財がまず

通約可能となっていなければ，計量は不可能である。アリストテレスの倒を

持ち出せば，まず 1軒の家が 5台の寝台と交換される取引慣習があったに違

いない。その後， 1台の寝台に相当する銀の量がどれだけか， f7iJえば lムナ

と定まる。かくして 5ムナで家の価格が決まる。問題は，家と寝台がいかに

して等価交換されたかということであって，貨幣はそれを量において表現す

る便宜上の計量手段でしかない。 l軒の家が 5台の寝台に実物交換される代

わりに，それだけの価格に相当する貨幣と交換されるかはどうでもよいこと

である。このように，アリストテレスは，なるほど貨幣は異なる財を通約可

117 



能にする表現手段であることを認めはするが，貨幣が通約可能状態を作り出

す力を持つのではなしその前に比例的な交換が行われていたことを指摘し

て，解決策として貨幣が十分ではないことを明らかにした。

アリストテレスの関心は，すべての物が計量される「ある一つのものjが

偶であるかにあるゆeid.(!a evi TlVl navταμEτ(!eI<σθαl，.)。この場合，すべてのも

のを計量する「ある一つのもの」とは，貨幣のことを指すのであろう。しかし

その後に続く文では，この「一つのものJとは， ["本当は」 τfiμEvdλeDeIc.， 

あらゆる場合を包むところの「必要Jχ(]eIaであると述べているのである

(τo針。 δ'おτi噌 μE:vaAeDeIC1.，骨χ(!eIlα，号 navτα avvEχel，)31)。あるいは後の憧所

でも同様に， ["かくも著しい差異のあるいろいろのものが通約的となるとい

うことは，本当は不可能なのであるが，需要ということへの関係から充分に

可能となるJ(τ万戸voi5v aAηDeIC1. adのατovτdτoσoiiτovδtα戸(!OVTaOtI.μμEτQα 

yeVEσ0αl， n(!釘 針 τ計四EllαvEVδEXeταl [XαVWc.)32)。すなわち，実体的に異な

るものを量的に通約することは f本当はJ閤難なのであるが， ["必要Jとい

う関係から通約可能性が十分に ([xavwc)生み出されるという。それでは，

交換において通約可能なものの候補として検討される需要者の「必要j

χQεbとは何であろうか，そして「十分にj という言葉は何を意味するのか

が問題となる。

一般にひとびとは互いに必要を覚えなければ，交換はしない。「いわば単一

な何ものかとしてあらゆるものの場合を包含しているのが需要である付加E似

OVVEXeιWOne(! SVτLぷν) ということは，次のことによって明示される。すな

わち，相互的な需要が存在しない 双方または一方に需要が存しない一一

場合にあっては交易は行われないのである J33)。 トマス・アクイナスは『ア

リストテレスのニコマコス倫理学註解Jで，EN. 1133a2テ31の解釈にあた

り，アクグスティヌスの例示に倣って「ものはその本性の尊厳にしたがって

評価されるのではない。さもなくば一匹の識が，感覚を付与された動物とい

うわけで，生命なきものである真珠よりも大きな価値を持つこととなる。け

れども，それらは，人間がそれらを自分のために使用したいという必要に臨
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アリストテ νスにおける交換的正の諸問題

じて価格を与えられるのであるJ34)と述べている。交換においての価値づけ

は，被造物の内在的価値にではなく，人間相互の必要に準拠する。

異なった物品(あるいはサービス)が交換されるのは， iあらゆる場合を包むj

(navmσVVEXEt)必要に基づくというとき，ポリスを「共に保つJ(σvvEXεt)と

いう意味で理解されるべきである。つまり，分業と交換がポリス生活を統合

し維持していく基礎的条件である。実際アリストテレスは， i盟の維持され

てゆくのは，比例的な仕方においてお互いの聞に応報の行われることによっ

てなのであるJ(EN. 1l32b33) と論じている。

χQε仰を「必要j と訳したが，従来，英訳では demandとして，和訳で

は「需要」として多く訳されてきた。普通は， i需要J(XQeI，α)，つまり相手

方の慰の有用さを享受できる期待が，需要と供給の交換ゲームにおいて価格

(持似)を決定すると理解される。買い手が支払う用意のある価格は，基本

的には，期待される有用さあるいは享有に従って潤られると言われる。しか

し内外の最近の研究によって，こうした訳語は近代的な功利的経済観念を読

みこむものであるという観点から，不適切で、あるとの指摘がなされているo

fなぜなら家職人にとっての靴の必要性は，市場における靴の需要の変化に

左右されず，一定だからであるJ35)。靴も家も，国家生活を維持していくた

めに必要な不可欠の基礎的財だからである。ポリスにおいて十分な生活を維

持していくことがアリストテレスの第一の関心で、あって，厳格な通約可能性

の探究は二次的な問題である。「いかにして異なった財が通約可能となる

か」という問題は， iいかにして異なった財は，共同のポリス生活を維持す

るに足りる程度に，通約可能なものとなるかj という問題として立てられる

べきであるとされる。

交換の当事者が保有する財の異なる「分Jは，物と物との移転を求める相

手方の「必要」において流通市場で「通分j され均等化される。それを量化

して表現する手段が f貨幣」である。アリストテレスによれば，貨幣は必要

(クレイア)の協約的な(コンベンショナノレな)代表物でしかなし必要は通約可

能性の基礎であり，貨幣はそれの尺度である。必要は便宜的に貨幣によって
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代表されるようになった。このために，貨幣はノミスマと呼ばれる。なぜな

ら，それは自然本性 (physislによってではなし慣習 (nomoslによって存

在するからである36)。貨幣と必要とが結合するとき，両者は通約可能性と

価値尺度とを供給できることになる。とすれば， i必要」に基づく価格決定

は，必ずしも買い手の心理的要因が決定的であるとは限らず，必要物に対す

るポリスにおける合意あるいは申し合わせ，つまり f通り相場」なるものが

コンペンショナグに定まっており，これが貨幣によって代弁されていたと見

ることができるのではなかろうか。

ところで他方，アリストテ νス岳身，必要の有る無しを超えて，交換にお

いて厳密に公正な等式がいかにして可能であるかという問題に専念していた

ふうにも見える。なぜなら，この等式が成り立たなければ，交易も共同関係

もありえないからであって， このことは，財が何らかの仕方で均等なもので

ないなら不可能となる 37)と考えられたからである。こうして見ると交易と

共同関係の成立において再び，財の価値尺度の安定性を保証する貨幣の機能

が重要になるようにも思える。彼は， i隻幣は，たとえ，われわれが今のと

ころは侍ものぞも必要としなくとも， もし侍ものかの必要が生じたときには

それが手に入るという未来の交易のためのいわば保証として役立つ。貨幣を

もっていけば所要のものを得られるはずだからJ38)と述べている。つまり，

双方の「必要jがあってはじめて交換が成り立つが，今のところ「必要」が

無くとも，財物に価格を付けておけば，交換はいつでも可能になるメリット

を貨幣は持つわけである。このような即物的でないいわば「抽象的な」取引

は，文明が発達したポリスで生活する自由人にふさわしい交渉であると思わ

れたのであろう。

Meikleが整理して言ったように，通約可能性を説明するに当たって，貨

幣に基づくアプローチと必要に基づくアプローチとのニつの解決方法がある

が，双方ともに一長一短がある 39)0 i貨幣j は，財を通約しえないが，単位

を持つので、価格尺度7こりうる。これに対し， r必要」は，財を通約するが，

単位を持たないので価格尺度たりえない。前者のアプローチは，通約可能性
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に関しては弱いが，価格基準論としては強い議論であるのに対し，後者のア

ブタローチはその反対である。アリストテレスの最終的な答えは，エピステ}

メの目的にとって，家や寝台や食糧は全く通約可能になりえないが，実用目

的 :Jt(!a;lCのためなら，クレイア(必要)が，一応は通約の可能性伝与えて

くれることとなる。ただし，いずれにせよ学問的な基礎づけを保証するもの

ではない。公正な交換の理論を手に入れる試みは，いずれのアプローチを以

てしでも不十分であることが，アリストテレスによって認識されていたと

えよう 40)。

2.交換的正を説明する数学的図式

『ニコマコス倫理学』における議論の日課は， とりわけ経済的交渉に現れ

る独自の正義の様相を浮き彫りにすることであった。それそ明らかにするた

めに，アリストテレスは，大工と靴工，あるいは農夫と靴工との聞の公正な

交換を求めて数学的な図式を用いた。こうした手続きは，そこに荷か厳密な

正しさの追求がなされる印象ぞ与えた。しかし，アリストテレス法思想lこ関

する解釈学者として著名な MaxSalomonによれば，それをまともに受け止

めるには及ばず，聴講者に分かりやすく説明するための補助手段であったこ

と以上の意味を有するものではないという 41)。確かに，過度に数学的厳格

性を求めることは不適切であるが， しかしながら，この補助図式は，交換的

正が配分的正や矯正的正と異なった性格を持つ所以を明らかにするうえで役

立つものであることが分かる。このことを以下に説明しよう。

アリストテレスによれば，正義には少なくとも 4項が含まれる。配分され

る者が 2，配分される物が 2で， この 4項の聞の比例(アナロギア)の公正さ

に「正jは存する。比例とは ratioの均等であって，二人とこつの物との関

係の閣の均等で、ある。ニ人の人物AとBが等しければ，二つの物 CとD と

は等しく， AとBとが異なれば， CとD とは異なる。矯正的正は， AとB

とが均等であると考えられるケースにとって正しい。 A:Bは形式的で 1に
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等しい。誰が誰の財産を輔し取るかに差異はない。なぜなら法律は不正の際

立った性格にしか着目せず，当事者を均等として扱うからである。たとえ

ば，他人の財産を奪うことは， r不正を働く j ことと「不正を働かれるj こ

との関係とされ，不当利得xeQdocとは自分に善を多く，悪を少なく取るこ

とであるのに対し，損失とημbとは善を少なく悪を多く取ることと理解さ

れ， この両者の「中jが損益聞の矯正となる。つまり受け取る二つの「分」

CとDの比は lに復する。民事上の不法行為も刑事上の犯罪も，そのJit報

は善の過多と中と過少の三者の量的な損害賠償問題に還元され，算術的に処

理可能となる 42)。

これに対し配分的正は，当事者である A とBとが等しくないケースの類

に適用される。当事者が均等でないならば，彼らは均等なものを取得すべき

ではないのであって，均等でない人が均等なものを配分されるならば，そこ

に間争が起こる。そこで r{i面値相応の」という観点から (χατ'αt;i，αν)，一定の

比例に即した公共財や名誉 CとDの配分が正しい分け前となる。『政治

学』でも，閣制の差異に応じて α!;{，αが，自由・富・生まれの善さ・徳と見

なされたりするが， どんな区別もが平等にとって重要となるわけではない。

たとえば笛吹きに卓越した者が良い笹営受け取るべきで，富裕者あるいは生

まれの善い者がそれを受け取る資格があるとは言わないであろう。 αt;i，αは，

それに従って比例的平等が計られる実質的な価値基準である。どのような人

物にどのような笛が配分されるべきかは，笛の人間に対して置かれる関係の

目的から決められることである43)。配分の呂的が，配分にとって基準とな

る「価値j を認識させると言える。アリストテレスの理想、とする国制では，

官職の配分は徳と教養という価値の高さを基準に行われることになろう。な

ぜなら国家の目的は「醤き生」であり，国民全般の共同善を公正に配慮でき

る者に最高の地位と名誉とが与えられるべきである。

配分的正が「職・業」のうち官「職jに関する上下の評価基準であるとす

るならば，交換的正は生 f業jに関する財の評価基準であると言えよう。こ

のときの αt;{aは「人物jの社会的価値ではなく， r財物Jの必要価値であ
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アリストテレスにおける交換的正の諸問題

る。さて交換的正も正義の一般的規定のもとに服する以上，交換後でも双方

どちらも不当利得を得ずまた損失も被らないとき，自分自身のものを持つこ

とになって正しいと雷われる。 Aが得るものが彼が与えたものと等しいと

き，同じことが Bにも言えるなら，交換は正しいことになる。以上をアリ

ストテレスに従って図式化し， Aは大工， Bは靴工， Cは家屋， Dは靴とす

れば，大工は靴工から靴工の所産を獲得し，それに対する報償として自分は

靴工に自分の所産である家屋を給付しなくてはならない。このとき， r比例

的な対応給付が行われるのは対角線的な組み合わせによる J44) (:rrOlEL針吋v

avTIOOOlVτキV'Xατ，avαλoy{，αV1]'Xατa olafiEτ(}OVσvi;eVt;lC.l。つまり大工は自分

自身の生産物~入手するのではなく，交換において相手方の生産物よりも大

きい最を入手するので，交換的正は対角線で結合される。このことは自分に

帰属するものは自分に返されるとする記分的正や矯正的正においては，各項

は長方形で結合されるのとは異なることを示している(比例が算術的であれ，

幾何学的であれ)。前者は交差する結合であるのに対し，後者は平行する結合

である。ところで， AとBは人物であり， CとDは財物であるから，同様

に大文字で記すのは理解の上で不便であるし，また誤解を招きやすい。それ

ゆえに， CとDは小文字の cとdで記す方が適切であろう 45)。以上のこと

を図示すれば次のように描ける。

大工 A c家屋(1)

靴工 B d 靴(1xx倍)

ここでアリストテレスは， AとBとは不均等であると述べているが，こ

のことは不平等で、あるという意味ではなし異なっていると述べているにす

ぎない。配分的正の場合， AとBとは社会的地位において不平等であり，

それゆえに名誉や公共資産等，共間体に属するものを，それに応じて等しく
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なく配分することは正義に適ったやり方である。ところが私有財産の交換は

このような仕方で行われるものではない。 AとBとは平等であり，その比

率は l対 lである。したがって問題は，交換されるべき異なる震を持った財

物聞の価値の比例を決めることである。このことによってはじめて，交換さ

れる財物の量がそれぞれ決まり，以て人物における 1対 lに均されるのであ

る。すなわち等価交換が行われる。

このような交換的正には，配分的正と矯正的正との混合した特徴が見て取

れる。まず，それは人物の舗値に即した平等を目指すのではなしそれを捨

象して物品の価値に即した平等を目指す点で，矯正的正に似ている。 AとB

とは平等で、あり，それぞれの所有分は等しい。矯正的正は，人物に帰属する

もの(広義では生命や自由も含むが，通常は財産)の量的等価関係を自指すもので

ある。したがって，一方が他方の所有物を侵害したときには，その侵害分を

返還して元の中点に返すことが正しいと言われる。このようにして，不当な

利得と損筈は相殺されて，自分に帰属する分は再び自分に復帰する。かくし

て， Aのcへの帰属関係はBのdへの帰属関係に平行する。あるいはAとB

とは同じ価値であるからそれを無視して，四項を用いずに， cとdを両端と

する線分を描いてその f中j点に「正Jを求めるというふうに表記もできる。

応報がこうした性格を持っとするなら，交換における報償もまた，応報の

性格に類似して，反対給付の態度をとる。一方の能動的提供によって，他方

は利を得るのだから，今度はそれに見合った分を返すことが正しい。後者の

提供は，一方の作用に対する反作用であり， しかもこれまた能動的な対抗作

用である。作用と反作用とが釣り合いのとれている状態に戻ることが正しい

ことは，矯正的正に類似するであろう 46)。そもそも「報い」という雷葉は，

正の意味でも負の意味でも共通に用いられる言葉である。悪事には悪い「報

いJがあると言われるように，善いことには善い「報いJがあると語られる

所以である。かくして応報律は善と善，悪と悪との平等原理と同一視され

る47)。

しかしながら，矯正的正の場合，人物における A対 Bはl対 1であるこ
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アリストテレスにおける交換的正の諸問題

とをケ反映して， それぞれの所有養益 c対 dもまた 1対 1であることを前提

に成り立っていたことが忘れられではならない。ところがアリストテレス

は，界を犯した場合，その者の社会的価値を捨象して，加害分と等しい分が

応報として返されるのが「曲がりなきディケー」であるというピタゴラス学

徒への反論として，身分の異なった者への殴打に対する応報はそれと違って

いることを話のきっかけとして，交換的正は応報が単純に算術的でなく，幾

何学的な比例に基づくことを導こうとしたのである。

双方の幾何学的な比例分与は配分的正の原理である。それが，双方の均等

な二分を原理とする矯正的正と異なる所以である。ところで配分的正の比例

とはどのような性格を持つのであろうか。配分的正は長方形の平行関係にあ

るのだから， A対Bの関係は， c対dの関係に正比例する関係に立っと言え

よう。あるいは A対cの関係は B対dの関係に正比例すると置き換えるこ

ともできる。これは対角線的な組み合わせではなく，平行線的組み合わせで

あるが，配分される量が均等であるのではなし配分する比率が均等なので

ある。それゆえに，座標軸を設定し， AとBをx軸に， c と d~y軸にとれ

ば，三角形 OAcと三角形 OBdとは相似形をなす。 A対Bの比は c対dの

比lこ等しいが， Aに分与される cの量は， Bに分与される dの量とは異な

る。しかし異なるとはいえ，それが正しいのが配分的正である。なぜなら

「異なる者には異なるものをj退すことが正しいことだからである。

ところで，交換的正もまた「比例的な与え返しJ(τo avτlJTEJTOνθ釘 χατ'

bαλoyi，αv)であると言われるが，そのとき，配分的正と同じような意味で

比例していると見るわけにはいかない。なぜなら Aはdに， Bはcに結び

っく対角線的な組み合わせが比例しているとされるからである。これを定式

佑すれば， A:B=c:dではなく， A:B=d:cと表せる。ところが，交換的

正においては， AとBの価値を重視する配分的正と異なり， AとBは悶じ

価値であるとされるので，対角線的組み合わせという説明は，あまり意味を

持たず，問題は， cとdとの比例関係，つまり幾足の靴が l軒の家屋に等し

いかをナ計る問題に収散する。すなわち大工も靴工も，交換後，手に入れるも
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のは等しくなければならないから，その比は 1でなければならない。そうな

るためには靴と家屋の比もまた 1でなければならないので， xd-;.-c= 1，あ

るいは xd=cとなる。ところがこの問題をクリアーするためには， cをd

で、割ったときに得られる xの伎が得られていなければならない。言い換える

と， 1足の靴の価格と 1軒の家屋の師格が分かつていなければならない。こ

れは質的差異を量的差異へ還元することに通じる。

そのとき， AとBを人物の価値とするのでなく，交換される物品のそれ

ぞれの価格とすれば，対角鰻的な組み合わせは， ACl車干の家屋の価格): B (l足

の靴の価格)=d (交換される靴の量): c (交換される家屋の最)というふうに置き換

えうる。そうするとこの等式は反比例関係であることが分かる。 Ac口 Bdで

あるから， Aの価格が高くなればなるほど， Aが提供する cの量は少なくな

り， Bの価格は低くなればなるほど， Bが提供すべき cの量は多くなる。

こうして同じ比例であっても，配分的正が正比例関係において示されるの

に対して，交換的正は，反比例関係において示されるとするときに，その独

自のあり方が理解できる。先行するアリストテレス文献学の考証を踏まえな

がら，こうした特徴を取り出したのが岩田靖夫『アリストテレスの倫理思

想、~ (267頁)である。同書は，初期ペリパトス学派に属する偽書と伝えられ

る『機械論』で用いられた「反比例するJ(d.vn:n:E:!w州 ev) という語法に着目

し，挺子と重さとの関係について， r動かされる重さが動かす重さに対する

関係は，支点からのそれぞれの挺子の長さに反比例するj と述べている筒所

に雷及する 48)。ここにいう反比例関係は重さと長さであるが，交換的正に

おいては，財物の価値(人物の価値ではない)と交換される財物の量がそれに

当たると言えよう。この関係を秤で国示すれば次のように描ける。

dÒ~ -A- ;~ B 6 
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アリストテレスにおける交換的互の諸問題

3. 交換と自給自足

以上のような園式にも拘らず， A-;.-B=d-;.-c=xで言い表される xの値

がどのように決まるかという肝腎の問題はアリストテレスによって解決され

ていない。われわれには，交換する両者の聞の所産 (lir2YOV) の比例に郎し

た等しさが与えられ，そのうえで取引の応報が行われると告げられるのみで

ある。この eQγovは生産に要した労働時間や労働力，費用を価格に反映す

るものと普通解釈されるカ149)， トマスの『倫理学註解iにおける次の解釈

がオーソドックスなものであろう。 f一方においてまず，靴の一定数が家 l

軒等しくなるようにというのは，大工は家主?作るのに，靴工の靴作りよりも

大きな労力を負っているから，比例に郎した均等が定まり，次に大工が家 l

軒に等しい沢山の数の靴を受け取り，靴作りが家 1軒を受け取るように釣り

合いのとれた応報がなされるなら，言うところの対角線の組み合わせに即し

て定められた報債がなされることになるJ50)。これは労働費用説に基づくと

も言われる。ここから後にいわゆる「公正価格」の理論が形成される道を開

いたものとされるが，アリストテレス本人はそうした目標をじかに望んでい

たとは思われない51)。

むしろ，アリストテレスは，この所産の比率は， r善〈生きるjための必

要 (XQEI，α) に比例しており，その必要に応じて価格が定まると述べていたこ

とに注目しなければならない。このクレイアとは必ずしも主観的な欲求の意

味ではなく，善き生ぞ営むために必要な生活資料に対する需要であり，価格

の変動とは相対的に独立におおよそ定まったもので，当時の市場における取

引協定で定められた価格を代弁する貨幣によって示されたと補うことができ

るであろう。カーノレ・ポランニーの独自な解釈を引き継ぐ森岡邦泰「アリス

トテレスの経済思想lJ (1995年)によれば， rアリストテレスやプラトンの描

く社会的分業もこの χQe仰を充足するための組織であって，分業の結果生

じる財の交換も共同体の一員として生活資料を入手する手続きにほかならな
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い。そこから交換的正義の原理が生じてくるのである。/例えば靴工も大工

も共同体に必要な生活資料守生産している。かれらは共同体に貢献した都合

に応じてその取り分を受け取らねばならない。幾足かの靴が家屋一軒に等し

いのであるが，その交換比率は，両者のゐγOVに比例してなされなければ

ならずんさもなければ交換も共同関係 (XOlVωνiα) も成立しなくなるだろう

と言う 52)。適正な交換が行われるとき，一方の生産物は余剰となり，他方

の生産物が欠如するといった事態はなくなり，こうしてポリス全体の成員の

必要が満たされる。

ポランニーは，その代表作『経済の文明史』第 8章「アリストテレスによ

る経済の発見」で，アリストテ νスは自給自足を罰復するために必要な交易

を自然的なものと考えたという解釈の基軸を国持し，市場と交易とを別々の

分離した制度と考えた。価格は，市場における需要と供給によって決まるも

のではなしむしろ習慣や法律や布告によって生み出されるものであり，も

うけを生む交易は「不自然」であると考えた。「自然な価格は，交換される

財の非人格的な評価などではなく，生産者の地位の相互評価を表現するもの

であるj とした53)。しかし， この解釈によれば，確かにアリストテレスの

政治学全体の見取り図に適合した交換的正の理解をもたらすかもしれない

が，交換的正が配分的正の全体に含められてしまって， w倫理学』で目指し

た配分的正と交換的正との境界が不分明になるおそれが出てこよう。

ポランニーは交換とは共同のものを分与することを意味したとし，次のよ

うに述べる。「アリストテレスによれば，交換とは，成員が共同の所有物

を，元来共障に使用していた様な，拡大家族の必要から生まれたものであ

る。成員の数が増加し，別々に住まなければならなくなった時，以前は共同

に使用していたもののいくつかが，不足する様になり，そこで，必要なもの

をお互いの間で入手し合わなければならなくなったのである。これが結局，

相互的分与(ミューチュアノレ・シェアリング)というものになって行った。

簡単に替えば，分与の互酬性は，物々交換の行為を通じて実現し，そこから

交換が生まれたのである。/つまり，交換比率は，共同体を維持して行く様
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なものでなければならなかった。ここでも再び，個々人の利益ではなく，共

同体の利益が，支配原理であった。異なる地位の人々の技術は，おのおのの

地位に比例した比率で交換されなければならなかった。たとえば，建築師の

仕事は，靴直しの仕事の何倍かの物と交換された。そうでなければ，互醗性

が損なわれ，共同体は保持されなかったのであるJ54)。

家族規模が拡大した結果，その自給自足体制は終意を迎えねばならなかっ

た。そこで家族の不足を補うために生まれたのが等価物交換の制度である。

それは， rすべての家長が，その時たまたま所有している基本物資と引き換

えに，一定比率で，必要な基本物資に対する分有権念持つ事を保証する為

に，つくられたものである。と言うのは，かわりに伺も受け取らずに，ただ

求めに応じて自分の財をやってしまう様な人は，誰も居なかったからであ

る。事実，かわりに差し出すべき等価物そ何も持っていない貧者は，自分の

負債を働いて少しずつ返済しなければならなかった。かくして，物々交換の

起源は，生活必需品を分有する制度であり，物々交換の目的は，すべての家

長に対して，生活必需品を，自給自足の水準に達するまで供給する事であ

り，すべての家長が義務として，余剰な，たまたまその必需品に不足してい

る他の家長の誰に対しでも，求めに応じてその不足分だけ， (しかも必ずそ

の限度内で)渡す事が，制度化されていたので、ある。そして，その交換は，

相手の家長がたまたま(余剰の)供給分を持っていた基本物資によって，確

定した(決められた)比率(等価性)に基づいてなされたのである。家計支

持者の義務は，物による取引によって果たされ，語求者の実際の必要に応じ

て，その程度が限定され，貸借なしの等価比率にもとづいて遂行され，すべ

ての基本物資を含んで、いたのであるJ55)。

アリストテレスは， w倫理学』の中で，交換される財は，等価で、あっても，

当事者の一方，すなわち，取引を提案せざるを得なかった方が利益を得るこ

とになると強調した。しかし，長期的には，次の機会に，もう一方が利益を受

ける番になることもあるから，この方法は，結果として相互分与になる。ポ

ランニーはこのことをテキストから論証しようとし，メタドシス μEτadoσlC
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を「交換」と翻訳することが誤りであり， I分与」と訳すべきだと提案し

た56)。この訳語に従い，さきに引用した「カリスの神殿」に関する『倫理

学』の箇所(1l33a3引を次のように翻訳した。

「国家の存をそのものが，この様な比例的な互関性の行為によっているの

であって，……それが行なわれなければ，分与などは生じ得ないが，我々を

互いに結び付けているのも，その分与行為なのである。それ故，我々は公

(おおやけ)の場所に，美徳の女神の神殿を建立し，親切は受けたら返す事

を，人々の胸に，銘じさせるのである。というのは，他人からの奉仕に返ネし

するだけでなく，次には官分から進んで、奉仕をする事が義務であるからし

て，親切をと返す事こそが，美徳の際立った特徴となるからであるんポラン

ニーは，この説明ほど，互醐性の意味をよく示しているものはないとし，

fここでは，交換は，互酬性の行動の一部をなすものとして，考えられてお

り，互醐性の観念に付随する寛容や美徳とは正反対の性格を，物々交換に与

える様になった，市場的な考え方とはまさに対蹄的であるJ57)と述べた。

アリストテ νスの交換に関する理論のポランニーの分析は，古代アテネの

経済状況がどのようなものであったかの時代背景の実証的な研究に裏付けら

れている。当時の地方市場はまだ成長の途上にあったが， しかし物々交換の

段暗から脱け出そうとしていた。当時新種であった交易による利潤獲得は，

アゴラにおける小売り商人によって担われていた。しかし，アリストテレス

はそこに，やがて普遍的となりうる「金儲けj の生き方を感知して，反接を

覚え，共同体の維持という政治的目的の中で，交換の経済倫理的意義守指摘

しようとした。この意味では，互翻性の背後には成員の自給自足を目指して

共間善を分与するという友愛の精神があったと想定しうる。しかしこれは，

f政治学』と併せて理解されるべき交換における f経済倫理Jの問題であ

る。われわれは『ニコマコス倫理学』でアリストテレスが取り出そうとした

f交換における正」の独自な特徴に注目するのであるから，ポランニーが述

べた「異なる地位の人々の技術は，おのおのの地位に比例した比率で交換さ

れなければならなかった」とする理解は，あるいは{自然な価格は，交換さ
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れる財の非人格的な評価などではなく，生産者の地位の相互評価を表現する

ものである」とする理解は58)，あまりにも人物の社会的地位の差異を踏まえ

る配分的正に偏りすぎた説明で、あるように思われる。

交換的正は確かに比例的正であり，それを本質とする配分的正と重なり，

また互醗の均等であるがゆえに，応報を本質とする矯正的正とも重なる。そ

れは f正」の最も古い型を示すものであり， Iお返しJをするという行為一

般に内在するノレーノレであった。 しかるに『ニコマコス倫理学』に至って， そ

こから分岐した他のニつの「正」との間になお残る相違をあらためて明郎し

ておく必要を覚えたがゆえに，別途に言及する必要を感じて「脱鰻J(EN. 

1132b21-1133b2S) したのではなかろうか。われわれは，次の章でアリストテ

レスの f正義」に関する考察の発展史的研究から，三つの「正」の配置を考

えてみよう。

第 3章 アリストテレスにおける

特殊的「正j概念の発展

1. W大道徳学』における記述との比較

前章末で‘掲げた問題を考える手がかりとして，われわれは，さきほど挙げ

た岩田『アリストテレスの倫理思想Jの所論を手がかりにしよう。問書の

結論からさきに雷えば，交換的正義の根底には「能力に応じて取るのが正義

である」という思想が読み取れるとし， Iそこに配分的正義と通底するJ根

本姿勢を見ている。そして「この点をはっきり示しているのが， w大道徳

論』の議論であって，この書物を著わしたペリパトス学派の氏名不詳の学者

は，多分組雑さの故に配分的正義と交換的正義とを混浴して議論を立ててい

るJ59)と述べている。

たとえば「大工は靴屋よりもはるかに価値のあるものを自分の作品として

作り出すのであるから，靴屋にとって大工と交換することは間難な仕事と
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なった。靴 1足の代わりに家を取得することは不可能であったから J60)とい

う文の中に，人間関の価値の棺違が能力の相違として明確に述べられている

という。また f多くの所得を得た者が多くの税金を払い，少しの所得を得た
アナロゴン

者が少しの税金を払うことが比例的である。向様に，多く労働した者が多く

のものを取得し，少なく労働した者が少しのものを取得するのは比例的であ

る。……なぜなら労働の多に対する比率は，非労働の少に対する比率と悶ー

であるからJ61)という文では，労働もまた人間の能力の一つであり，労働力

に応じて取得するという主張があるとして，そこには能力に応じて取るとい

う原郎を読みとっている。岩田説では，交換的正も，実力主義という観点か

ら見れば，実力という価値に正比例して受ける配分的正(この場合は地位とい

う価値)の一種と見なされる。「こうして， w等価のものを交換することが正

義である』という交換的正義の原理は等価のものを産み出す各個人の能力の

差異，すなわち人間の不平等性をそのまま容認することを合意」すると

れる62)。

ところで以上の『大道徳学iからの引用の内，前者は対角線的組み合わせ

で，交換のケースを取り扱っているが，両者の能力と稼ぎ高との観点で比べ

れば正詑例の関係にある。また，後者の引用でも，税負担の額や稼ぎ高も能

力の観点に立てば正比例iする。しかしながら，後者の例は，比例的正の例で

はあっても，明らかに交換的正の例とは言えない。前者の例では， r異なっ

たものj を等しくすることに交換的正の本質的特徴があるにも拘らず，正比

例の関係をそこに読み取れば， r自分にふさわしいものは自分に返されるべ

きだ」という自己の権利主張が認められるのみで，交換による互醗の好誼と

いった態度が読み取れなくなってしまう。椙互が余剰のものを提供し不足の

ものを補充しあうことでうるわしい共同体を作り上げるような態度が， r国
家を結合するj のである。そこで成り立つ比率が， r実力主義」によって決

められるとするのは，近代経済学的色彩の濃い解釈ではなかろうか。

こうした点を顧慮して，われわれは『大道徳学』のテキストの成立事情の

研究を通じ，そして『ニコマコス倫理学』での構成と記述を比較することに
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より，特殊的正一般について別の解釈が可能となるのではないかどうかを，

先行研究を手がかりに考えてみよう。

2. ~大道徳学』の成立年代と特殊的「正J に関する記述

『大道徳学』の成立年代はイェーガーの提唱する有力な研究法に従って，

「テオプラストスが学頭であった以前の人ではない或るペリパトス学者の著

作であって，アリストテレス倫理学の思想、を縮め明確にして再現したものJ63) 

であるとされていた。上述の岩田説もまた伝統的な通説に従っている。しか

しイェーガーの発生的分析の手法に対する批判が高まるにつれ，一部の有力

な研究家たちは， w大道徳学』がアリストテレスの早期に書かれた真作であ

ると提唱もしている。アリストテレスは生法の途中で自説をさらに展開し，

一部は変更しているとして，体系の矛膚もしくは偽作が問題なのではなく，

個々の著作が所属するアリストテレス思想の発展を跡付けることが問題であ

ると説いた。はたして『大道徳学Jは後人の手によって『ニコマコス倫理

学』念短縮した作品であろうか，それとも『ニコマコス倫理学』が『大道徳

学』ぞ拡大しているのであろうか。

アリストテレス正義論の研究を深めた者に， Peter Trudeというドイツの

法哲学者がいる。彼の『アリストテレス法=00家哲学における正義の概念J

という著作は，先行する法哲学者 MaxSalomon Wアリストテレスにおける

正義概念』に対する轍密な批判的吟味によって書きあげられたものである。

いずれも原典に即した正義論の正確な合理的再構成を試みたものであるが，

Trudeの著作の特徴は， Salomonに欠けていた歴史的考察を導入して，初期

アリストテレスの正義概念がプラトン的理想主義的であるのに対し，後期正

義概念ではその確立に際し従来の用語法の分析に基づく経験主義的方法論が

顕著であることの指摘にある。この中で， W大道徳学』の成立年代は，ゴー

ノレケやアノレニムに従って，初期から後期への移行期にできあがった作品で、あ

ると推定している64)。
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筆者は， この点の評価をする能力を持たないが，イギリスのアリストテレ

ス研究家 Hamburgerも『道徳と法一一アリストテレスの法思想の成長』と

いう著作で，アリストテレスが記述した道徳および法に関する箇所を，他の

ニつの倫理学，すなわち， wエワデモス倫理学』と『ニコマコス倫理学jの

記述箇所と比較して，その発展過程を論証している。この著作もまた同じよ

うに， w大道徳学iがアリストテレス自身の手によって比較的早い時期に書

かれた著作であると述べている65)。われわれは後で見るような理由からひ

とまず本書に依拠して，特殊的正は最初は大雑把に比倒的正と応報的正とに

区分されていたにすぎなかったが，アリストテレスの心の中で、法的関心が増

大するにつれて明別されていったであろうとの推察に基づき，特殊的正に収

められた交換的正の位置について推考してみよう。

本書は， w大道徳学』と『エクデモス倫理学』と『ニコマコス倫理学』の

三書から，法に関係する箇所を取り出し，第 l部「犯罪論一一随意的行為と

選択J，第 2部「法論と正義論J，第 3部「友愛論Jとして， それらの記述の

構成を並べて比較している。そのうえで，三書の真作・偽作の開題や，成立

年代の判定に踏み込んでいる。交換的正を含む特殊的正に関する記述は，第

2部「法論と正義論J!こ現れているので，そこで提示された『大道徳学』と

『ニコマコス倫理学JJaエクデモス倫理学』も内容は同じ)の対照表を，われわれ

の考察に必要な範圏で次頁に掲げておく 66)。

対照表から分かるように，特殊的正義に関して『大道徳学』では，比例的

正と応報との二匹分しか存しないのに対し， wニコマコス倫理学』では，配

分的正と矯正的正と交換的正の三区分が見られる。もっとも，交換的正は前

二者の特徴を具えるので，配分的正と矯正的正の二区分であると見て，これ

に還元することができるし，実際アリストテレスの記述は一応そのように

なっている (1130b30-1131al)。ともあれ，ハンバーガーによれば，交換的正

は後の思想、として『ニコマコス倫理学』に導入されているのではない。既に

『大道徳学』において，比例的正の第二の形態として触れられているのが，

『ニコマコス倫理学Jでは分類の最後に置かれている。これに対して，矯正
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『大道徳学j (第1巻) I rニコマコス倫理学.1 (第5巻)

A.一般的正義一一遵法と完全徳，研究の IA.一般的正義一一中庸，性格の情態，

主題はしかしわれわれの仲間に隠する正| 合法性，公正，遵法，全徳の総体 (V.1，

義(1， 33，1-3)

B 特殊的正義はわれわれの仲間に連関し

ながら公正の内に存し，中腐を構成する

(1， 33，4-8)。

(1) 比例的正

a.δiχLOV = τδτψ cXvaλovuσov 

A:B=C:Dの幾何学的比例を含む。

これらの四項は二人の人間の二つの事物

b 地位・能力・奉仕に関する比例，すな

わち多< (少なく)持つものは多く(少な

く)貢献すべきであり，多< (少なく)働

いた者は多く(少なく)受け取るべきであ

る。

c.価値に従った財の交換

d.貨幣，価値の尺度，必要の代理(代用)

(1， 33，9-13) 

(2) 応報 (τδ avτt:rreJiov8oc)

a 単純な応報ではなく，比例的応報

b.比例は含まれた人格の状態に依存する。

たとえば自白人と奴隷

比例はまた関係する不正の積類に依存す

る。たとえば正当防衛で負わせられた不正

(1， 33， 13-14) 

1-20) 

B.特殊的正義はわれわれの仲間に連関

しながら，公正の内に存する。すなわ

ち不正な食欲に対立するものとして，

善の適正な分け前以上のものを受け取

らない。また次のことに関わる (V.2，

1-l3) 

(a) 仲間の関での名誉と富の配分

(τδtνταTcδLαvoμαTcdixαLOV) 

(b) 法律関係の矯正

(τ0δLO(]8ωτtχδνdixαLOV) 

・槌意的交渉(契約法)

-不絡意的交渉(欺岡と暴力とを含

む，犯罪と私犯)

(1) 配分的正 (τOdlαVeJ1ητlxovdixαlOν)

一一能力に応じて配分されるべき二人

の二つの事物を含む中庸，幾何学的比

例 (3.1-17)

(2) 矯正的lE(法的矯正)

(τδδω(]8ωτiXδvδixαLOV) 

一一社会的交渉における法的均衡の何

らかの妨害がそれによって矯正される

べき算術的比例 (V.4.1-14)

(3) 応報(交換的正)(τo avτt:n:uwvθoc) 

a. r狼には限をJという意味での単純な

応報ではなく，比例的な応報

b. サービスの交換，交換価値をどう決め

るのか。必要の便宜約代理(必要の代用)

及び価値基準としての貨幣 (V.5.1-16)

的正は， w大道徳学』に触れられていない後の思想、と考えられてよかろうと

言う 67)。なるほど『大道徳学』では比例的正の一部として応報が述べられ，

その特徴づけは『ニコマコス倫理学』にも持ち越されているが，特に，裁判

官がその判決において人格の豆別を見ずに損害の区別のみを見る形態の応報
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への細かな言及は， wニコマコス倫理学』独自の特徴である。この形態は，

ポリス内で同等の権利を持つ男性完全市民にのみ関係するとはいえ，やがて

近代になって多くの国で裁判の中立性というスローガンのもとで定着するよ

うになったいわば先進的な思想なのである。いわゆる「法の前の平等」であ

る。ところが『大道徳学Jでは，応報思想、は言及されているものの，当事者

聞の平等が破られたときに，裁判官はただ害悪の程度のみに着目して，当事

者の社会的地位は考慮しないといった厳正中立の態度は見られず，自由人と

奴隷の地位の差異を考慮に入れた比例的応報が論じられているにすぎない

(もっとも『ニコマコス倫理学Jでも，高級官級者と平・民の地位の差異が言及されている

が， I交換的正Jの特質を導くための例示でしかない)。

ハンバーガーの考察を筆者なりに整理すれば，アリストテレスは， wニコ

マコス倫理学Jを作成する際， w大道徳学』の第 1節「比例的正j のうち c

とdを取り出し，第 2鮪「応報Jaとbの短文をその前において，第 3節と

し，第 2節として矯正的正の項目を新たな議論として挿入したのではなかろ

うかと推測している。つまり，アリストテレスは配分的正1e広い比例的正か

ら切り離し，交換的正を比例的正の特殊カテゴリーに限定し(比例的応報の修

正約概念を結合し)，矯正的正を付加したと見るべきではないかと言う。ハン

ノtーガーは， w大道徳学』の二分法が『ニコマコス倫理学』では三分法に拡

張されているという事実，また『大道徳学iはδLαγεμητ問。vd{xαlOV(配

分的正)と δlOQeωτtχδvδ仇αωV (矯正的]1:)という言葉を用いていないとい

う事実から， w大道徳学j の方が，年代的に『ニゴマコス倫理学』の成立に

先立つていたに違いないことが証明できると推論している68)。実際，後人

の手になるとしても，アリストテレス正義論において確立されたこの重要な

区別ぞ無視して一緒くたに述べるほど， i粗雑」であったとは思えない。む

しろハンバーガーが言うように，アリストテレス自身の研究の中で法的関心

が増すにつれ，特殊的「正」の観念が次第に明確になっていったと考える方

に一理あるように思える。

交換的正は配分的正でも矯正的正でもなく両者を含むとすれば，そこには
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最低限のあるいは最大公約数的な「正」の定義が示されているに違いないと

見ることができる。それは f比例に即応した等しさJ(τδ旬。vaλoパ'aoν)で

あり，応報 (τδ avτllTEJrov8oc)における f返しの等しさ j である。「受けた

者はきっちり返すんこのことが国家をはじめとする共同関係(コイノーニア)

一一おおよそにおいて等しい人々の簡で構成されるーーを維持する上で最も

重要な f人としての行為Jであると考えられていたのであろう。「返すJと

いう言葉には， iお返し」と f仕返しJとの両義が含まれる。前者は受けた

思恵に対する報酬という意味であり，後者は受けた被害に対する報復という

意味である。返し方が，比例的であれ，均分的であれ， i等しいj というこ

とが「正」の共通分母をなす意味である。 f交換的正Jという独自の名称を

そもそもアリストテレスはつけていない(後にトマスの『倫理学註解』の S戸lopsis

で見られるように， iustitia commutativaと名づけられた)。それは古代ギリシアに古

くから続く「人間間交渉」の正義原理であったが，今や彼はこの名称号?経済

関係に当てたのである。

トマスは『神学大全』の「正義について」で， wニコマコス倫理学』第 5

巻(1l32b13)に言及し， i正義に属することがらにおいては，すべての過多

superfluumは，より広い意味において「利得Jlucrumと呼ばれる。ちょう

ど過少 mmusが損失 damnumと呼ばれるように。その理由はといえば，正

義は寅・売 emptioet venditioにおけるように，事物の随意的な交換におい

て，より先に pnus行使されたのであり，またより共通的に commumus行

使されるからである。すなわち，これら随意的交換において f利得・損失」

という言葉は本来的に用いられ，ついでこれらの言葉は正義がかかわりうる

すべての事柄へと転用されるのであるJ(太字強調は筆者による )69)と述べてい

る。「転用j という言葉が示唆しているように，アリストテレスが最初に思

い描いていた特殊的 f正」の特徴は，殺人等の「不正」が一般的正義，すな

わち法的正義との関係で違法であるのに対して，各人の分が各人に均等原理

に従って帰属させられている状態にあったであろう。その原型はまず f事物

の交換」にあり，その経済領域で潰習的に従われていた「正Jが，やがて，
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特殊的正に関わる事柄全殻を貫く共通原理へと洗棟され高められていったも

のと推測される。

ハンバーガーが論証しようとした f正J調念の年代的発展の議論の藤尾に

付して言うならば，アリストテレスは「道徳j に関する前期の作品『大道徳

学』において，特殊的 f正」の概念七比例的に返す(報いる)r等」の概念と

同一視していたため，配分的正と矯正的正と交換的正とが未分化の内に融合

していたと見ることができないであろうか。それゆえに特殊的「正」の適用

される領域が，行政領域や経済領域や司法領域の明別なくひとまとめに述べ

られていたと推澱しうる。しかし， wエクデモス倫理学』を受け継いだ『ニ

コマコス倫理学』に至って(同書は「正Jに関する論述と構成に変化はない)， r応

報」には異なる二義，つまり経済的と法律的との二義があることを明別し，

その返す仕方にも幾何学的と算術的とのこ義があることを明別するように

なった。その結果，特殊的正には，地位に応じた幾何学的比例による公共財

の配分し算術的比例による地位を無視した狭義の応報との二積が含まれる

が，応報に似ている交換が，単純な算術的比例ではなし幾何学的反比例に

よる， しかし地位を無視した互酬であるため， しかも法的で、なく経済の領域

にわたるため，独立のものとして雷及する必要を覚えたのではなかろうか。

3. ~ニコマコス倫理学』における特殊的 f正」の配置

アリストテレスは，矯正的正の記述に関して語源考証のようなことを行

い， r正jがδ仇αwvと呼ばれるのは「折半的jの意味を持つからだと述べ

ている 70)。その意を邦訳に汲むなら， r正j とは f分」という訳語が適切で、

はなかろうか。「分j によって自分と他分の区加を生じる。それは全体から

正当に切り分けられている「分け前」であるがゆえに，何人も侵害しえない

自分に帰属する分であり，あるいは全体の善のために履行を命じられている

自分の義務，つまり本分であり職分である。不当に切り分けられるなら正当

な「分」に復するべく矯正されねばならない。その役割を果たす職分の典型
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が裁判官である。

しかしながら，配分的正においても， r折半」という呂標は当て恢まるの

ではなかろうか。ソロンの改革にも見られるように，彼は立法者として，

「中Jを踏まえ，対立する社会勢力聞の均衡を図った。「中」は真ん中とは限

らない。対立項の不均衡を是正するために，均衡を求めて「中」は移動す

る。裁判官が「生きた正JdixαLOVかψυχOVと呼ばれる (EM.1132a22)のも，

動く 「中」の位置を正確に定め，以て当事者の「分」を定めうる能力を有し

ていることによろう。こうした能力は何も矯正的正義を事とする裁判官に限

らない。国民の閣に公共慰の比例的配分を考える立法者もまた，各人の受け

取るべき「分」を言い当てるうえで卓越していなければならない。 f正」に

関わるのは，第三者として利害に左右されない習性を完成させた倫理的卓越

性を具えた人物がふさわしい。彼こそが「他者のための善」を霞りうる。

「分」には「ぶん」という読み方と「ぶJという読み方がある。 f分J(ぶ

ん)には官職を遂行する権限・義務という意味があるし，各自由人が享有す

る権利・義務という意味がある。これに対し， r分J(ぶ)は比率の単位であ

り，全体を比例的に配分ないし分割する際の切点であり，全体に均衡をケ生み

出すための秤の支点の位置である。「分J(ぶ)は「分J(ぶん)が量化された

ときに関与者に配当される「比」である。「分J(ぶん)は，この比によって

切り分けられた自分の権利一義務分である(江戸時代では破産者は「分散人j と

呼ばれたが， I分j から外れた者は共同体の仲間から差別を受けた。その反面，自己の

「一分Jを立てる窓地は権利意識の表れでもあろう。 f分J(ぶ)は長さ・重さ・貨幣の単

位を表す名称でもあった)0 r正Jとは，各自の受け取る「分Jに関して， この

「比」が， I1贋比を?とるのであれ逆比をとるのであれ，等しいということにほ

かならない。

アリストテレスは， r国の維持されてゆくのは比倒的な仕方でお互いの聞

に f応報』の行われることによってなのであるj と述べた。この一節は交換

的正についての論述であるが， しかし，われわれはこの趣旨をあらゆる特殊

的正に敷倍できると考える。コイノーニアは結「合」体であり，なかでも最
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大のコイノーニアである国家は簡民・住民の最高の統「合」態である。切り

分けられた分が正しく各人に帰属し，侵害されでも回復できることが眉家の

維持される所以である。これは， r分」が「正」の応報によって再び「合」

に復する (σvveχeL)71)ことにより，国民の間に秩序が維持されるということ

を意味する ο 価値に応じた官職の配「分」において，各自の善の帰属「分」

の認定において， r分」業社会における交換において， r等しき者には等しき

ものをj と f異なる者・物には異なるものをJの正義原理に基づき，アリス

トテレスはポリスの「職・業」全体に関する垂直・水平の社会構造を描いた

ものと見ることができる。そして実際， この正義の思考法は，のちの『政治

学J講義にも大きく活用され，様々な成果を生み出しているのである。

『倫理学』で研究された[正jは，実は， w政治学』で追求された「人閣は

ポリス的動物Jであるという命題の究明伝以て，その意義を全うする。「善

き生Jを求めて人間は国を形成する{頃向を有する。その根底には，人間は孤

独で生存するのではなく，集屈を成すことによって自己の実存的諸目的そ果

たそうとする社会的本性がある。人間の実存的諸目的は笑lこ多様で，具体的

な状況の中で追求されるために，社会は複雑な「分J岐を遂げる。この社会

化の傾向は，生存維持に産結する諸々の「必要J(クレイア)を充足し，集団

全体の利益を共同善へと方向づける指導(アルケー)部分を形成した結果，

支配一被支配の統治体制を構築し，分業的・連帯的な社会体制を生み出す。

すなわち生業を通じて共同善の実現に協力する集団成員と，そうした努力を

指導して統「合」し，必要とあらば法規範の制定によって各人の f分Jを定

め，侵害されたときに対応する専門の機関部分との分化が現れる。

このようにして分化した諸機関の記分と役務の交換を含むのが国家であ

る。特に，権威部分は匝民全員によって同時に享有できないため，誰がそれ

を担うに適正であるかが問題となろう。極端な民主制では職人と政治家との

区別がないが，これに反対して分業体制の必要を訴えたのがプラトンであっ

た。「各人は各人の本分を巣たす」ことが理想国家主?指導する正義である。こ

のことは同一人による{兼職の禁止」を意味する。兼職の禁止，言い換えれば
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分業体制こそが実効的な作業の秘密であるのみならず，その統合の不可欠な

条件だったので、ある。この分業体制の方向づけにおいて則るべき準則が正義

であった。それゆえに正義は「閣制J，すなわち :;roλ17:daにおいて如実に表

れる。閤制は国家が自らの運命を決める生活様式だからである (Pol.1289a15， 

1295a40)。統治と防衛と生産のそれぞれに携わる者が各階層をなして国家を

構成するが，これらの相異なった成員を，プラトンのように「哲人王Jとい

うよりも，完全な徳を具えたひと (onovδαi:0l) によって共間の日的へ向けて

活性化することがアリストテレスにとって肝要となった。

アリストテ νスが取り組んだ課題もプラトンを引き継ぐもので，国家の成

員すべてがどのようにして「善き生j に携われるかの原理を模索することで

あった。特殊的正とは，国家の構成民と所属民とのそれぞれに帰属する分に

関する閣制の十分条件と必要条件に棺当するのではなかろうか。とりわけ国

家の権能の割当に関わる配分的正は，国家の目的の正しい評価とこの目的へ

の各人の寄与の正しい評価から立てられた田制に表現されるため，アリスト

テレスの注釈で著名なれT.L. Newman はその大著“Politicsof Aristotle"に

おいて，配分的正が国家第一の徳であるとして，交換的正と矯正的正をその

補完的地位に置いている72)。それは統治に携わる国民聞における政治的正

の構成条件である。

矯正的正は，国家の統治や立法というよりも，成員個々人間の権利侵害に

関する司法的介入に関わる。それは「正義j という美徳に属するが，紛争解

決の「必要j に拘束されるものである。その限りでは，国民の法的一倫理的

生活に不可欠な正である。これに対して，交換的正は，物質的…経済的生活

に必要な領域に関わる。そもそも，人間間の類似性が政治的統一を十分に保

障するのではなしむしろ相違する者の聞での生産物や役務の交換が国家生

活の基礎を成すのである。利得を臣的とする商人による必要物の交換は，ま

だ産接的なテーマとなっていないが，家長はその責任において，その所有財

産の過不足を知り，交換によって「高景な生」に携わりうる生活条件を整え

ねばならない。こうした交換による獲得が「家政術」の課題である。この意
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味で交換的正は，自足した毘家体制jにおいて有徳な「善き生」を営むための

「必要」条件を成すものであった。それは，国家的生における最高の正では

ないが，生活一般においてまず踏まえるべき基礎的正であると言えよう。

以上，特殊的正のそれぞれについて，その特徴を述べたが，その論述を踏

まえ，最後に三つの「正」の特徴を比較できるよう下記の表にしておした

だしこれはあくまでも， w倫理学』で、行われた区分であって， w政治学』を背

景とした規定ととりわけ交換的正に関する問題点，つまり貨幣と商業活動に

ついては，別に論じることにしよう。

配分的正 矯正約豆 交換約五

当 事 者 公民としての個人(人 随意的・不随意的私人 私人間交渉あるいは家

物の社会的価値の差を 間交渉(人物の価値の 長(家可)間(人物の

E重視) 差の度外視もしくは重 社会的価値の惹を度外

視) 視)

目 B甘 名誉や財貨を公民間に 不正に対する応報(摂 異なる財を等価に調整

価値に応じて配分 害賠償による) したうえで交換

「等」の確 幾何学的(正)比例:等 -算術的比例(人物の 幾何学的(反)比例(質

{呆の方法 しくない者には等しく 地伎を無視して不正の の異なった黙を交換し

ないものを(能力にお 回復に注目):等しい た後の財価の等しさに

いて優越した者が多く 者には等しいものを 注目):異なる者に等

を受け取る，あるいは -幾何学的比例(地位 しいものを

責任を負う) の異なる者の間では応

報に差異あり)

数学約比草食 大小柏似の三角形の比 2耳立な持つ線分 秤の釣り合い

A:B=c:d ( r中Jは線分を二等分 u支点」は線分の主主ん

する所にある) 中にはない)

主な適用領 行政領域一一 民事・刑事司法領域一一 経済領域一一

t或 宮「職Jの配分 裁判による権利保護 分「業J体制の維持

あるいは秩序保護

社会関係の ヒエラノレキー約(ただ 自由人間士は水平関 友誼に基づく水平関係

特徴 し上部階層へ参入する 係， しかし，自由人と

機会は開かれている) 奴隷もしくは高官位者

と平民との問は垂直関

係
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Meikle， op. cit.， p.26でも，クレイアを demandと誤訳して，アリストテレスに現

144 



アリストテ νスにおける交換的正の諸問題

代の主観的あるいは功利的な価値論のグァージョンを読み込む解釈に抵抗すること

を明言している。ドイツでは， John-Stewart GordonがAristoteresuber Gerechtig-
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